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財政援助団体等監査結果について（報告） 

 

 地方自治法第１９９条第７項の規定に基づく財政援助団体等監査を

所沢市監査基準に準拠して実施したので、同条第９項の規定により、

その結果について報告書を提出します。 

○写  
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第１ 監査の種類 

  財政援助団体等監査 

 

第２ 監査の対象団体及び所管部署 

  １ 対象団体 所沢商店街連合会 

  ２ 所管部署 産業経済部商業観光課 

 

第３ 監査の目的 

公の施設の管理を行わせているもの（指定管理者）について、出

納その他の事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかを監査

する。併せて所管部署の当該団体に対する指導、監督が適切に行わ

れているかについても監査する。 

 

第４ 監査の主な着眼点 

  １ 所管部署 

  （１）協定書等には、必要事項が適正に記載されているか。 

  （２）管理に関する経費の算定、支出の方法、時期、手続等は適

正になされているか。 

  （３）その他監査委員が必要と認める事項。 

  ２ 団体 

（１）協定等に基づく義務の履行は適切に行われているか。 

（２）公の施設の管理に係る収支会計経理は、適正にされている

か。また、他の事業との会計区分は明確になっているか。 

  （３）その他監査委員が必要と認める事項。 

 

第５ 監査の範囲及び対象事項 

  令和２年度及び令和４年１月１４日までの出納及びその他の事務



2 

 

の執行 

 

第６ 監査の期間 

  令和３年１１月５日から令和４年３月３０日まで 

 

第７ 監査の実施内容 

  監査の着眼点等について、試査又は精査による監査を実施した。 

また、団体及び所管部署に対し提出を求めた資料と書類・諸帳票

等を主体として照合し、疑問点等を団体及び所管部署に確認すると

ともに、令和４年１月１４日に関係職員から説明聴取を行った。 

さらに、令和４年１月１４日に所沢市寿町駐車場の施設調査を行

い、実査による検証確認を行った。 

   

第８ 監査の結果 

  監査の対象となった出納及びその他の事務については、適正に執

行されているものと認められた。 

  また、所管部署の当該団体に対する指導、監督も適切に行われて

いるものと認められた。 

  なお、今後検討を必要とする事項として、下記のとおり要望する。 

 

１ 要望事項 

（１）午後８時以降の駐車場の料金について 

駐車場の供用時間である午後８時を超過して搬出した場合につい

て、条例に料金規定が無いことから、超過料金を徴収していない。 

利用者の公平性の観点から、午後８時以降に搬出した場合の駐車

料金について検討されたい。 

〔産業経済部商業観光課〕 
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（２）危機管理について 

駐車場の立地状況等も考慮し、災害や事件、事故なども含め、起

こり得る様々なリスクに対応できるマニュアル等による危機管理体

制を検討されたい。 

〔産業経済部商業観光課〕 
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指定管理者の概要等 

 

１ 指定管理者の概要  

（１）名称及び代表者  

  所沢商店街連合会 

  会長 大木 敬治 

（２）所在地 

  所沢市寿町２７番７号 コンセールタワー２Ｆ 

（３）指定管理者が行う業務内容 

① 駐車場の利用の許可に関する業務 

② 駐車場の利用に係る料金（以下「駐車料金」という。）の徴収

に関する業務 

③ 駐車場の施設、設備及び器具の維持管理に関する業務 

④ 前３号に掲げるもののほか、駐車場の運営に関して市長が必

要と認める業務 

（４）指定期間 

  平成３０年４月１日から令和５年３月３１日まで 

 

２ 公の施設の概要 

（１）設置目的 

道路交通の円滑化を図り、市民の利便に供することによって、市 

民生活の安全を確保し、商工業振興に資するため。 

（２）所在地、名称、収容台数 

  所在地  所沢市寿町２５番７号 

名 称  所沢市寿町駐車場 

  収容台数 ５２台（現在３台分を使用禁止） 
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３ 駐車料金収入 

 平成３０年度        ８，４７５，５５０円 

 令和 元 年度         ８，７３４，４００円 

 令和 ２ 年度           ９，２１４，２１０円 

 令和 ３ 年度（９月末）   ４，９７４，２６０円 

 合        計        ３１，３９８，４２０円 

 


